
白岡市パートナーシップ宣誓制度が始まりました
　市では、性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きる
ことのできる社会の実現を目指し、1月1日（日）から「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を開
始しました。

◆白岡市パートナーシップ宣誓制度とは◆◆白岡市パートナーシップ宣誓制度とは◆
　パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書などを交付するものです。
証明書などの交付により、法律上の権利や義務（婚姻や相続、税金の控除など）は生じませんが、性的指向や性自認に
係る性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになること
を期待するものです。

■ ■  法的権利や義務はありません
民法に基づく婚姻制度とは異なり、法
的な権利や義務を伴いません。

■ ■  郵送で届出ができます
申請から受領書の交付まで、全て郵
送で手続きが可能です。

■ ■  通称が使用できます
戸籍上の名前と併せて、通称を使用
できます。

▶宣誓をすることができるかた
次の全てに該当する2人
①�2人または1人が性的少数者で、2人がパート
ナーシップ関係である
②�2人が成年（満18歳以上）である
③�市内に住民登録がある、または1か月以内
に市内へ転入予定である（同居要件なし）
④�2人に配偶者や既にパートナーシップ関係
にある者がいない
⑤�2人が近親者（直系血族、三親等内の傍系
血族または直系姻族）ではない

〔※�養子縁組による近親者だが、養子縁組を
　する前は近親者でなかった場合を除く。〕

▶性的少数者（LGBTQ）とは
　性的指向（好きになる人の性別）の対象が異性のみではないかたや、
性自認（自分の性をどのように認識しているか）が出生時の性と異なる
かたをいいます。
　「LGBTQ」は、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛
者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時に
割り当てられた性別と性自認が異なる人）、クエスチョニング（性的指
向や性自認が明確ではない人）の頭文字を組み合わせた、性的少数者を
表す総称の一つとして使用されている言葉です。
　この他にも、さまざまな性のあり方が存在し、そのあり方は色彩のグ
ラデーションのように多様です。

〜世界一受けたい！東大生が選ぶ№1教授の幸せ術〜〜世界一受けたい！東大生が選ぶ№1教授の幸せ術〜
笑って考えるワーク・ライフ・バランス笑って考えるワーク・ライフ・バランス

男女共生セミナー

（c）HONOTA design

1963年生まれ。奈良県出身。東京大学大学院総合文化研究科教授（現職）
10年間2人の子の保育園送迎を一手に担い、今でも毎日の夕食作りを担当するジェンダー論の研
究者。子連れで渡米し、父子家庭も経験した。日本テレビ「世界一受けたい授業」の東大生100
人へのアンケートで人気No.1講義に選ばれた「ジェンダー論」は毎年500人以上で立ち見が出
る。NPO法人の理事として保育所運営にも参加。抱腹絶倒の講演で日本全国を行脚中。

プロフィール

	日　　時	 	3月11日（土）
	　　　　	 	午後2時〜3時30分（受付▶午後1時30分）
	場　　所	 	 �生涯学習センター〔こもれびの森〕多目的ホール
	対　　象	 � �小学生以上の市内在住・在勤・在学のかた
	　　　　	 	（小学生は保護者同伴）
	定　　員	 	150名※�定員を超える場合は抽選
	　　　　	 	（結果は後日お知らせ）
	申	込	み	� �2月22日（水）（消印有効）までに、市公式ホー

ムページの申し込みフォーム、メール、往復
はがきまたは窓口で。

	　　　　	 	 �参 加 希 望 者 全 員（4名 ま で）の 氏 名（ふりが
な）・住所・電話番号を必ず明記ください。

	　　　　	 	 �市外在住のかたは、市内在勤・在学につい
て明記ください。

	　　　　	 	※�1人1回限り（複数申し込みは無効）

	そ	の	他		 �未就学児向けの無料一時保育あり（要予約）。
手話通訳あり。

	　　　　	 	 �後日、市公式YouTube チャンネルで講演の
様子を配信する予定です。

	　　　　	 	 �〒349-0292　�白岡市千駄野432番地　
	　　　　	 	 �　　　　　　白岡市役所地域振興課人権担当
	　　　　	 	 �☎0480（92）1111　内線384・385
	　　　　	 	 �  chiiki@city.shiraoka.lg.jp
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男女共生セミナー申し込み
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講　師� 東京大学教授　瀬
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問合せ　地域振興課人権担当　☎0480（92）1111　内線384・385

必要書類など詳細は、市公式ホームページまたは窓口で配布している手引き
をご覧ください。
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